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運動部運営に関わる規定  （中 等 部 ・高 校 共通 ）  
 

【１ 】 目 標  

 1 .学習 と 部 活動 を 両立 す る 過程 に お いて 、 仲 間と の 友 情を 育 み 、指 導 者 との

信頼 関 係 を築 き 、 支援 さ れ てい る こ とに 感 謝 でき る 態 度と 姿 勢 を育 成 す

る。  

 2 .運動 部 は 勝利 至 上主 義 に 偏る こ と なく 、 生 活習 慣 を 確立 す る ため の 適 切な

指導 と と もに 、 人 格形 成 の 手法 と し ての 指 導 、練 習 に 心が け る 。  

 3 .知・ 徳 ・ 体の バ ラン ス の とれ た 「 生き る 力 」を 育 む、「日 本 型 学校 教 育 」

の意 義 を 踏ま え 、 生徒 が ス ポー ツ を 楽し む こ とで 運 動 習慣 の 確 立等 を 図

り、 生 涯 にわ た っ て心 身 の 健康 を 保 持増 進 し 、豊 か な スポ ー ツ ライ フ を

実現 す る ため の 資 質・ 能 力 の育 成 を 図る と と もに 、 バ ラン ス の とれ た 心

身の 成 長 と学 校 生 活を 送 る こと が で きる よ う にす る 。  

 4 .生徒 の 自 主的 、 自発 的 な 参加 に よ り行 わ れ 、学 校 教 育の 一 環 とし て 教 育課

程と の 関 連を 図 り 、合 理 的 でか つ 効 率的 ・ 効 果的 に 取 り組 む 。  

 

【２ 】 指 導上 の 注 意点  

 1 .教育 的 意 義、 生 徒の 発 達 の段 階 に 応じ た 科 学的 な 指 導、 安 全 の確 保 や 事故

発生 後 の 対応 を 適 切に 行 う こと 。 生 徒の 人 格 を傷 つ け る言 動 や 、体 罰

は、 い か なる 場 合 も許 さ れ ない こ と 、服 務 （ 校長 の 監 督を 受 け るこ と や

生徒 、 保 護者 等 の 信頼 を 損 ねる よ う な行 為 の 禁止 等 ） に関 す る 規定 を 遵

守す る こ と。  

 2 .専門 的 知 見を 有 する 保 健 体育 担 当 の教 師 や 養護 教 諭 等と 連 携 ・協 力 し 、発

達の 個 人 差や 成 長 期に お け る体 と 心 の状 態 等 に関 す る 正し い 知 識を 得 た

上で 指 導 を行 う 。  

 3 .部活 動 時 間の 効 果的 活 用 を図 る 。  

  ※ 学 期中 は 、 週当 た り １日 以 上 の休 養 日 を設 け る 。（平 日 も しく は 日 曜日

に、 少 な くと も １ 日を 休 養 日と し 、 休養 日 が 確保 で き なか っ た 場合 は 、

他の 日 に 振り 替 え る。）。  

※長 期 休 業中 の 休 養日 に つ いて も 、 前記 に 準 じた 設 定 を行 う 。 また 、 生

徒が 十 分 な休 養 を 取る こ と がで き る とと も に 、活 動 以 外に も 多 様な 活 動

を行 う こ とが で き るよ う 、 ある 程 度 長期 の 休 養期 間 （ オフ シ ー ズン ） を

設け る 。  

 4 .平日 の 下 校時 間 （ 4 月 ～ 1 0 月 1 9 : 3 0、 11 月 ～ 3 月 1 9 : 0 0・土 曜 日 の下 校 時 間

1 7 : 0 0 を厳 守 す る。 寮生 も 同 じ）  

※大 会 直 前で や む を得 な い 理由 が あ る場 合 は 「時 間 外 活動 許 可 願い 」 を 提

出し 学 校 長の 許 可 を得 る 。  

  ※ 許 可な く 時 間外 活 動 を実 施 し た場 合 、 以後 の 練 習を 認 め ない 場 合 があ

る。  

 5 .年間 の 活 動計 画 （活 動 日 、休 養 日 及び 参 加 予定 大 会 日程 等 ） 並び に 毎 月の

活動 計 画 及び 活 動 実績 （ 活 動日 時 ・ 場所 、 休 養日 及 び 大会 参 加 日等 ） を

作成 し 、 校長 に 提 出す る 。  

 6 .活動 場 所 の整 理 整頓 と 安 全点 検 （ 部室 を 含 む） を 定 期的 に 実 施す る 。  

 7 .試験 期 間 中（ 試 験１ 週 間 前よ り ） は学 習 へ 配慮 し 原 則練 習 禁 止と す る 。 試

合、 発 表 会等 が 近 くあ る 場 合は 学 校 長の 許 可 を得 る 。  

 

【３ 】 運 営  

 1 .各部 活 動 は活 動 目標 を 具 体的 に 示 し、 部 員 並び に 保 護者 へ の 徹底 を 図 り円

滑な 活 動 を行 う 。  

 2 .部活 動 に 必要 な 物品 の 購 入や 部 活 動費 の 徴 収に つ い ては 、 学 校長 の 許 可を

得る と と もに 、 保 護者 へ の 文書 に よ る連 絡 を 確実 に す る。  



 

 

 3 .中等 部 は 部活 動 変更 を 原 則と し て 認め な い 。中 高 と も部 活 動 変更 届 を 提出

し、 保 護 者、 旧 顧 問、 新 顧 問、 担 任 の了 承 が 得ら れ た 場合 に は 変更 を 認

める 。  

 4 .部活 動 へ の参 加 状況 ・ 活 動状 況 に 問題 の あ る生 徒 に つい て 、 顧問 は 学 年主

任と 相 談 し、 担 任 及び 保 護 者へ 連 絡 し 早 期 対 応を 図 る 。  

 5.土 曜 授業 日 は 、公 式 戦 及び そ れ に準 ず る 大会 ・ コ ンク ー ル 等 は 公 欠 とし て

認め る 。  

※高 校 強 化部 は こ の日 の 活 動が 授 業 出席 日 と なる た め 、必 ず 出 席確 認 を

する 。  

 自 学 の 時は 、 半 日学 習 を する 。  

※高 校 強 化部 の 3 年生 は 卒 業ま で 、 土曜 日 の 活動 に 参 加 し な け れば な ら

ない 。  

 

【４ 】 施 設・ 備 品 の管 理  

 1 .活動 開 始 前の 清 掃、 終 了 後の 清 掃 ・戸 締 ま り・ 消 灯 を確 実 に 行う 。  

 2 .施設 ・ 備 品を 大 切に 扱 う 。 施 設 破 損が 認 め られ た ら 直ち に 事 務に 報 告 し修

繕す る 。  

 3 .外部 団 体 に施 設 を貸 し 出 す場 合 は 、各 施 設 の管 理 者 に 施 設 借 用願 ・ 届 を提

出さ せ 、 学校 長 の 許可 を 得 る。  

 4 .管理 責 任 者 …（ 火元 責 任 ・施 設 管 理責 任 者 一覧 表 に 定め る ）  

 

【５ 】 活 動上 の 諸 注意  

 1 .部員 は 指 定さ れ た活 動 に 参加 し 、 無断 欠 席 しな い よ うに 指 導 する 。  

 2 .休日 の 活 動参 加 の服 装 は 原則 と し て制 服 と する 。 た だし 、 部 活動 統 一 のジ

ャー ジ は 可と す る 。  

 3 .対外 試 合 等に 参 加 の 服 装 は原 則 と して 制 服 とす る 。 ただ し 、 部活 動 統 一の

ジャ ー ジ は可 と す る。  

 4 .すべ て の 部活 動 は傷 害 保 険に 加 入 する 。 ま た、 本 校 生徒 以 外 の生 徒 が 参加

する 活 動 にお い て は、 各 部 活動 で 必 ず傷 害 保 険 (掛 け 捨 て型 )に 加入 す る こ

と。  

 5 .活動 時 間 の規 定 を厳 守 し 、 4 月 ～ 1 0 月 1 9 : 3 0、 11 月 ～ 3 月 1 9 : 0 0 ま でに 生

徒を 完 全 下校 さ せ る 。 ※ 土 曜日 は 1 7 : 0 0  

 6 .生徒 の 健 康状 態 を常 に 観 察し 、 休 日、 活 動 時間 、 運 動 強 度 に 配慮 し 、 練習

計画 を 立 てる 。  

 7 .部員 は 、 必ず 任 意の ス ポ ーツ 保 険 に加 入 す るこ と 。  

以上  


